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令
和
三
年
第
五
回
十
二
月
大
月
市
議
会
定
例
会
の
開
会
に
あ
た
り
、
本
日
、
提
出
い
た
し

ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
私
の
所
信

の
一
端
を
申
し
上
げ
、
議
員
各
位
、
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
九
月
に
公
表
い
た
し
ま
し
た
市
民
生
活
部
福
祉
介
護
課
に
お
け
る
公
文
書
の

不
適
切
な
取
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

障
害
支
援
区
分
の
認
定
に
は
、
市
か
ら
医
療
機
関
へ
の
依
頼
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
医
師
意

見
書
と
市
に
よ
る
本
人
の
訪
問
調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

去
る
八
月
十
七
日
に
障
害
者
施
設
か
ら
調
査
の
未
実
施
と
医
師
意
見
書
の
受
診
日
の
誤

り
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
六
件
の
医
師
意
見
書
の
改
ざ
ん
及
び
調
査

の
未
実
施
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

更
な
る
内
部
調
査
の
結
果
、
九
月
上
旬
に
医
師
意
見
書
の
改
ざ
ん
や
偽
造
が
疑
わ
れ
る
案

件
を
総
数
で
四
十
六
件
確
認
し
て
お
り
ま
す
。 

公
表
後
、
不
適
切
な
取
扱
い
と
疑
わ
れ
る
案
件
を
改
め
て
、
適
切
な
手
続
き
に
よ
る
障
害

支
援
区
分
の
認
定
を
行
う
た
め
に
、
ご
本
人
、
関
係
す
る
施
設
、
事
業
者
等
に
通
知
す
る
と

と
も
に
、
職
員
が
十
月
中
に
五
十
三
の
施
設
、
事
業
者
、
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
及
び
受
給
者
家

族
な
ど
へ
お
詫
び
と
説
明
に
訪
問
し
て
お
り
ま
す
。 

現
在
、
原
因
な
ど
は
不
明
で
す
が
、
日
々
の
業
務
の
中
で
の
内
部
け
ん
制
体
制
の
確
保
と

し
て
、
障
害
支
援
区
分
認
定
の
業
務
に
あ
た
っ
て
は
複
数
人
で
業
務
す
る
こ
と
と
し
、
業
務

の
流
れ
を
課
内
で
確
認
で
き
る
チ
ェ
ッ
ク
表
を
作
成
し
、
事
務
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
チ
ェ
ッ
ク
表
に
よ
っ
て
、
今
回
問
題
と
な
っ
た
医
師
意
見
書
の
徴
取
状
況
や
現
地
調

査
の
実
施
状
況
も
一
覧
で
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
他
業
務
を
確
認
す
る
書
類
等
も
検
討
す
る
中
で
、
訪
問
調
査
の
実
施
に
客
観
性
を
付

与
す
る
た
め
に
、
庁
内
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
シ
ス
テ
ム
へ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
入
力
、
出
張
の

場
合
の
カ
ー
ド
記
入
の
徹
底
、
調
査
時
メ
モ
書
類
の
添
付
な
ど
に
よ
っ
て
、
適
切
な
事
務
の

証
と
し
て
い
く
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。 

加
え
て
、
全
て
の
職
員
を
対
象
と
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。 

公
表
後
も
関
係
職
員
か
ら
聴
き
取
り
調
査
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
、
事
実
の
特

定
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
公
文
書
の
不
適
切
な
取
扱
い
は
、
市
民
の
皆
様
や
関
係
者
の
皆
様
の
信
頼
を
損

ね
る
こ
と
と
な
り
、
心
よ
り
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
も
全
容
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
の
進
展
に
よ
り
公
表
な
ど
適
切
な
対

応
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

次
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

山
梨
県
は
八
月
二
十
日
か
ら
、
「
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
の
適
用
を
受
け
、
本
市
も

措
置
の
対
象
地
域
と
な
り
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆
様
の
感
染
症
対
策
の
徹
底
に
よ
り
、
九
月
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十
二
日
を
も
っ
て
適
用
除
外
と
な
り
ま
し
た
。 

今
後
も
、
寒
さ
の
増
す
時
期
を
迎
え
る
こ
と
と
、
第
六
波
の
到
来
に
備
え
、
市
民
の
皆
様

に
は
、
基
本
的
な
感
染
予
防
対
策
の
実
施
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
洗
い
の
実
施
、
身
体
的
距

離
の
確
保
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
症
を
予
防
す
る
高
い
効
果
が
あ

り
、
重
症
化
を
予
防
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
未
接
種
の
方
は
、
再
度
、

接
種
の
検
討
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

本
市
で
は
、
各
医
療
機
関
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
等
の
ご
協
力
を
得
て
、
五
月
か
ら
ワ
ク

チ
ン
接
種
を
進
め
て
お
り
、
現
在
も
、
若
い
世
代
の
接
種
が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
三
回
目
接
種
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
か
ら
示
さ
れ
た
方

針
に
基
づ
き
、
医
師
会
や
薬
剤
師
会
、
医
療
従
事
者
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら

実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、
シ
ス
テ
ム
改
修
と
接
種
券
、
予
診
票
の
印
刷
な

ど
の
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

今
後
、
医
師
会
と
協
議
し
た
上
で
、
医
療
従
事
者
の
接
種
を
十
二
月
中
に
開
始
し
、
そ
の

後
、
高
齢
者
の
方
に
つ
い
て
は
、
三
月
頃
か
ら
の
接
種
開
始
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

接
種
の
方
法
は
、
市
内
の
各
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種
と
集
団
接
種
と
の
併
用
に
よ
り
対

応
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
、
関
係
機
関
と
の
調
整
を
進
め
、
接
種
券
の
送
付
は
、
二

回
目
接
種
が
終
了
し
、
概
ね
八
か
月
を
経
過
し
た
方
を
対
象
に
、
順
次
、
発
送
す
る
予
定
と

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

次
に
「
桃
太
郎
サ
ミ
ッ
ト
開
催
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
、
や
む
な
く
延
期
と
し
ま
し
た
「
第

十
八
回
桃
太
郎
サ
ミ
ッ
ト
２
０
２
１ 

in
 

大
月
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
実
行
委
員
会
が
中
心

と
な
り
、
今
年
十
月
十
六
日
に
「
セ
レ
モ
ニ
ー
」
を
関
係
者
限
定
に
て
大
月
短
期
大
学
岩
殿

ホ
ー
ル
で
、
ま
た
翌
日
に
は
「
オ
ー
プ
ン
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
桂
川
ウ
エ
ル
ネ
ス
パ
ー
ク
を

主
会
場
と
し
、
各
所
に
お
い
て
関
連
イ
ベ
ン
ト
や
展
示
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

本
市
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
本
年
を
「
２
０
２
１
桃
太
郎
イ
ヤ
ー
」
と
位
置
づ
け
、
大
月

桃
太
郎
伝
説
の
更
な
る
推
進
を
目
的
に
、
産
業
観
光
課
の
別
称
を
大
月
桃
太
郎
課
と
し
、
広

く
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
い
、
市
内
外
の
皆
様
に
浸
透
し
、
郷
土
愛
を
共
有
す
る
こ
と
で
ブ
ラ
ン
ド

化
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

今
回
の
桃
太
郎
関
連
の
各
種
事
業
に
よ
り
、
広
く
大
月
桃
太
郎
伝
説
の
情
報
発
信
が
行
え
、

ロ
ー
カ
ル
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
や
市
の
魅
力
・
付
加
価
値
の
向
上
に
貢
献
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

引
き
続
き
、
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
移
住
・
関
係
人
口
の
増
加
と
い
っ
た
課
題
解
決
に
向
け
、

官
民
挙
げ
て
大
月
桃
太
郎
伝
説
の
活
用
に
よ
る
地
域
活
性
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。 

次
に
「
旧
浅
利
教
員
宿
舎
改
修
事
業
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 
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旧
浅
利
教
員
宿
舎
改
修
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
流
・
物
流
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
構
想
で
あ

る
地
域
課
題
の
解
決
や
賑
わ
い
の
創
出
に
向
け
て
、
ま
ず
は
、
本
市
を
知
っ
て
も
ら
い
、
大

月
フ
ァ
ン
を
増
や
し
、
何
度
も
本
市
に
訪
れ
て
い
た
だ
く
関
係
人
口
の
創
出
を
図
り
、
二
拠

点
居
住
か
ら
移
住
・
定
住
へ
と
つ
な
が
る
施
策
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
拠
点
と
し
て
活
用

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

十
二
月
五
日
に
は
、
大
月
短
期
大
学
を
会
場
と
し
て
、
今
後
の
事
業
展
開
に
関
す
る
フ
ォ

ー
ラ
ム
や
、
多
く
の
市
民
や
各
種
団
体
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
二
十
年
後
の
本
市
の
理
想
の
姿
で
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
マ
ッ
プ
の

作
製
に
取
り
掛
か
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
「
立
地
適
正
化
計
画
の
推
進
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

大
月
駅
周
辺
整
備
に
お
け
る
市
道
大
月
賑
岡
線
の
拡
幅
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
度
、
都

市
計
画
事
業
の
認
可
を
受
け
、
今
年
度
よ
り
用
地
買
収
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
道
路
拡
幅

と
併
せ
て
行
う
電
線
共
同
溝
の
予
備
設
計
等
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
事
業
は
、
多
数
の
家
屋
移
転
を
伴
う
事
業
で
あ
り
、
移
転
す
る
方
々
へ
代
替
地
の
情

報
提
供
に
努
め
、
地
権
者
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
令
和
九
年
度
の

完
成
を
目
指
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
た
、
猿
橋
駅
周
辺
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県
道
猿
橋
停
車
場
線
の
整
備
を
山
梨
県
の

道
路
事
業
と
し
て
、
今
年
度
よ
り
ル
ー
ト
を
確
定
す
る
道
路
予
備
設
計
等
を
進
め
て
お
り
ま

す
。 本

市
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
用
地
取
得
に
向
け
た
地
元
調
整
等
に
協
力
し
、
早
期
完
成
を

目
指
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
「
駒
橋
地
区
市
営
住
宅
建
替
・
定
住
促
進
住
宅
整
備
事
業
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

昨
年
か
ら
事
業
を
進
め
て
き
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
駒
橋
住
宅
の
建
替
え
事
業
に
つ
き
ま
し

て
は
、
本
年
六
月
「
大
月
市
駒
橋
地
区
市
営
住
宅
建
替
・
定
住
促
進
住
宅
整
備
事
業
」
と
し

て
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
募
集
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
九
月
二
十
四
日
ま
で
に

三
件
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。 

十
月
六
日
、
選
定
委
員
会
を
開
催
し
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
優
先
交
渉
権
者
と
し
て
「
芙
蓉
建
設
グ
ル
ー
プ
」
が
選
定
さ
れ
ま

し
た
。 

本
事
業
で
は
、
老
朽
化
し
た
市
営
駒
橋
住
宅
の
建
替
に
伴
い
、
高
層
化
に
よ
り
発
生
す
る

利
便
性
の
高
い
余
剰
地
を
活
用
し
、
市
営
住
宅
十
九
戸
に
加
え
、
中
堅
所
得
者
で
共
稼
ぎ
な

ど
子
育
て
世
帯
の
入
居
が
可
能
な
定
住
促
進
住
宅
二
十
八
戸
を
建
設
い
た
し
ま
す
。 

両
住
宅
と
も
、
エ
レ
ベ
ー
タ
設
置
は
も
と
よ
り
施
設
全
体
に
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を

採
用
し
、
住
環
境
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
子
育
て
世
帯
を
対
象
と
す
る
定
住
促

進
住
宅
に
つ
き
ま
し
て
は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
や
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
等
、
安
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全
面
を
更
に
強
化
し
、
一
階
に
は
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
な
ど
の
民
間
事
業
も
計
画
予
定
で
あ

り
、
入
居
者
の
ほ
か
、
地
域
住
民
の
利
便
性
向
上
に
も
配
慮
し
た
施
設
計
画
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。 

こ
れ
ま
で
に
な
い
高
品
質
な
住
宅
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
住
促
進
に
大
き
く

寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
「
教
育
環
境
の
整
備
充
実
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

安
心
・
安
全
な
通
学
環
境
へ
の
対
応
と
い
た
し
ま
し
て
、
本
年
六
月
に
千
葉
県
八
街
市
で

起
き
た
下
校
途
中
の
児
童
を
巻
き
込
ん
だ
交
通
事
故
の
発
生
を
受
け
、
警
察
、
道
路
管
理
者
、

学
校
、
教
育
委
員
会
に
よ
る
通
学
路
合
同
点
検
を
行
い
ま
し
た
。 

学
校
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
危
険
個
所
を
確
認
し
、
安
全
対
策
を
検
討
し
、
状
況
に
応
じ
た
対

応
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
市
で
は
、
猿
橋
小
学
校
敷
地
内
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
乗
降
場
を
新
た
に
設
置
す
る

こ
と
や
、
鳥
沢
小
学
校
進
入
路
の
拡
幅
整
備
等
を
計
画
・
推
進
し
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。 

今
定
例
会
に
提
出
い
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
案
件
が
五
件
、
予
算
案
件
が
九
件
、
そ
の

他
案
件
が
三
件
の
計
十
七
件
で
あ
り
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
「
条
例
案
件
に
つ
い
て
」
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
案
第
五
十
七
号
「
大
月
市
職
員
給
与
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
山
梨
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
伴
い
、
県
と
同
様
に
期
末
手
当
の
減
額
改
定
を
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
八
号
「
大
月
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
も
、
山
梨
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
伴
い
、
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
を
減
額
改

定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

議
案
第
五
十
九
号
「
大
月
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
出
産
一
時
金
に
お
い
て
、
産
科
医
療
補
償
制
度
に
よ
り
、
規
則
に
お
け
る
加
算

金
が
四
千
円
減
額
と
な
る
こ
と
か
ら
、
条
例
に
お
け
る
一
時
金
支
給
額
を
四
千
円
増
額
と
し
、

支
給
総
額
を
維
持
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
号
「
大
月
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
事
業
者
等
が
作
成

す
る
も
の
等
に
電
磁
的
方
法
に
よ
る
対
応
も
可
能
と
な
る
よ
う
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。 
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次
に
、
議
案
第
六
十
一
号
「
大
月
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
事
業
者
等
が
作
成
す
る
記
録
等
に
つ
い
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
対
応
も
可
能
と
な
る

よ
う
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
「
予
算
案
件
に
つ
い
て
」
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
及
び
人
事
異
動
等
に
よ
る
職

員
給
与
費
の
調
整
や
前
年
度
決
算
の
確
定
に
伴
う
繰
越
金
の
追
加
計
上
、
そ
の
他
、
事
業
の

精
査
な
ど
に
よ
り
予
算
編
成
を
行
い
ま
し
た
。 

ま
ず
、
議
案
第
六
十
二
号
「
大
月
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
」
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
早
期
に
臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
億
千
五
百
二
十
万

千
円
を
増
額
す
る
も
の
で
、
歳
入
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
金
の
追
加
に
て
対
応
し
て
お
り

ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
三
号
「
大
月
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
号
）
」
の
主
な
補
正
内

容
と
い
た
し
ま
し
て
、
総
務
費
で
は
、
ふ
る
さ
と
大
月
応
援
寄
附
金
返
礼
経
費
、
積
立
金
の

追
加
な
ど
、
民
生
費
で
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
追
加
、
衛
生
費
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業
費
の
追
加
、
農
林
水
産
業
費
で
は
、
農
村
地

域
防
災
減
災
事
業
費
の
追
加
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
あ
わ
せ
、
歳
出
補
正
総
額
は
、
八
億

千
百
五
十
四
万
九
千
円
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
な
ど
の
追
加
、
国
・
県
支
出
金
、
寄
附
金
及
び

繰
入
金
の
追
加
な
ど
に
よ
り
対
応
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
四
号
「
大
月
市
大
月
短
期
大
学
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
進
路
指
導
事
業
の
追
加
を
行
い
、
歳

入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
授
業
料
及
び
入
学
金
の
追
加
及
び
繰
入
金
減
額
等
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
五
号
「
大
月
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
諸
支
出
金
の
追
加
を
行
い
、
歳
入
に

つ
き
ま
し
て
は
、
繰
入
金
を
減
額
し
、
前
年
度
繰
越
金
等
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
六
号
「
大
月
市
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
市
営
簡
易
水
道
維
持
管
理
経
費
の
追

加
を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
繰
入
金
や
前
年
度
繰
越
金
等
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
七
号
「
大
月
市
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
に
つ
い
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て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
流
域
下
水
道
維
持
管
理
事
業
の
減
額

を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
減
額
及
び
前
年
度
繰
越
金
を
追
加

し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
八
号
「
大
月
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
」
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
、
介
護
認
定
審
査
会
費
の
追
加
、
繰
越
金

の
確
定
に
伴
う
基
金
積
立
金
の
追
加
を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
・
県
支
出
金
、

繰
入
金
及
び
前
年
度
繰
越
金
等
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
九
号
「
大
月
市
介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計
繰
出
金
を
追
加
し
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年

度
繰
越
金
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
七
十
号
「
大
月
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
連
合
納
付
金
や
前
年
度
精
算
に
よ
る
一
般
会

計
繰
出
金
を
追
加
し
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
そ
の
他
の
案
件
で
あ
り
ま
す
。 

議
案
第
七
十
一
号
の
「
契
約
締
結
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
大
月
市
駒
橋
地
区
市
営
住
宅
建
替
・
定
住
促
進
住
宅
整
備
事
業
の
事
業
契
約
を

芙
蓉
建
設
グ
ル
ー
プ
が
新
た
に
設
立
し
た
Ｂ
Ｍ
Ｌ
株
式
会
社
と
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び

財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
七
十
二
号
の
「
不
動
産
処
分
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
旧
畑
倉
小
学
校
敷
地
を
処
分
す
る
に
あ
た
り
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一

項
第
八
号
並
び
に
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
七
十
三
号
の
「
富
士
・
東
部
広
域
環
境
事
務
組
合
の
設
立
の
件
」
に
つ
い

て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
富
士
東
部
地
域
四
市
二
町
六
村
に
て
令
和
四
年
二
月
に
設
立
す
る
こ
と
と
な
る

富
士
・
東
部
広
域
環
境
事
務
組
合
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
条
の
規
定
に
よ
り

一
部
事
務
組
合
設
立
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
が
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
で
あ
り
ま
す
が
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の

上
、
ご
議
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 


